
経営の能率的運営と公益目的活動の向上を図ることを目的とする。

ころによる。

 （会計区分）

第5条　 会計区分は、公益目的事業会計、収益事業等会計及び法人会計の３区分とする。

（経理責任者の設置）

第6条　 センターに経理責任者を置き、会計事務を統括する。

２　経理責任者は事務局長とする。

第２章　勘定科目及び帳簿組織

（２）補助簿

ア　現金出納帳

イ　預金出納帳

エ　固定資産台帳

オ　会費明細帳

ウ　収支予算の管理に必要な帳簿

カ　その他補助簿（補助金の管理に必要な帳簿）

（勘定科目）

第7条　 センターの会計は、別に定める勘定科目により処理する。

（会計帳簿）

第8条　 会計帳簿は、次のとおりとする。

（帳簿書類の保存期間）

第9条　 会計関係の書類の保存期間は、次のとおりとする。ただし、法令に定める保存期間がこれを超

及び公益法人会計基準の運用指針に基づくものとする。

（事業年度）

第4条　 事業年度は、定款で定められた期間によるものとする。

　　　公益社団法人習志野市シルバー人材センター財務規程

（適用の範囲）

センターの会計に関する事項は、法令及び定款に定めのある場合のほか、この規程の定めると

第3条　 会計処理の手続及び原則は、公益会計基準（平成２０年４月１１日内閣府公益認定等委員会）

 （目的）

第1条　

第１章　総則

この規程は、公益社団法人習志野市シルバー人材センター（以下「センター」という。）の会

計書類に関する基準を定め、会計業務を正確かつ迅速に処理し、財政及び運営状況を明らかにして、

第2条　

（会計処理の原則）

（１）主要簿

ア　仕訳帳

イ　総勘定元帳
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（５）契約書、証ひょう書類　　１０年

（６）その他の書類　　５年

３　会計関係書類を処分するときは、理事会の承認を得なければならない。

第３章　収支予算

毎事業年度の開始の日の前日までに作成しなければならない。

あると認めたときは、中科目間内において予算を流用することができる。

を経て、総会に報告するものとする。

第11条　収支予算は、公益目的事業会計、収益事業等会計及び法人会計について作成するものとする。

第12条 予算の編成方針は、理事会において決定し、会長はこれに基づき合理的な基準により予算を

　記載した書類）は理事会の決議を経て、総会に報告するものとする。

（予算の編成及び成立）

２　前項により作成した事業計画及び収支予算書等（収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを

収支予算は、事業計画に基づいて編成しなければならない。

第14条 既定の予算に追加その他変更を加える必要が生じたときは、補正予算を編成し、理事会の決議

（補正予算）

（４）会計帳簿　　最低１０年

えるものについては、その定めによる。

第４章　決算

（収支予算の種類）

（予算の遵守）

第13条 経理責任者は、予算額を超える支出を行ってはならない。ただし、会長が予算の執行上必要が

（１）財務諸表　　最低１０年

（２）収支計算書　　最低１０年

（３）収支予算書、資金調達及び設備投資の見込を記載した書類　　最低１０年

２　保存期間は、事業年度終了のときから起算する。

 （収支予算）

第10条　

第15条 経理責任者は、予算の執行状況を毎月会長に報告しなければならない。

（予算の執行報告）

（１）

（重要な会計方針）

第16条 重要な会計方針は、次のとおりとする。

有価証券の評価基準及び評価方法について

（２）固定資産の減価償却について

（３）引当金について

有価証券及び投資有価証券は、移動平均法による原価基準を採用する。

減価償却資産は、定額法による減価償却を実施する。

退職給付引当金は、期末退職給付の要支給額に相当する金額から中小企業退職金共済給付額を
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 （領収書の発行）

第20条 金銭を収納したときは、所定の領収書を発行しなければならない。

２　銀行振込等によって入金したときは、取扱銀行等の領収書をもってこれに代えることができる。

 （収納金銭の処置）

第21条 収納した金銭は、経理責任者が特に認めた場合のほか、速やかに銀行等に預け又は保管する

２　保有する金銭については、経理責任者が金庫に保管しなければならない。

（支払事務）

ものとする。

謝礼、見舞金及び小口支払等これにより難い場合はこの限りではない。

第22条　支払は、小切手又は銀行振込によるものとする。ただし、配分金、職員の給与、旅費交通費、

（計算書類の作成）

第17条 経理責任者は、事業年度終了後速やかに決算手続に入り、次の各号の計算書類を作成して会長

控除した金額を計上する。

消費税の会計処理は、税込方式による。

（４）消費税の会計処理について

に提出しなければならない。

 （金銭の範囲）

第18条 この規程において、金銭とは預金及び現金をいい、現金とは通貨のほか、小切手、郵便為替

（金銭の出納）

第19条 　事務局に、出納責任者を置く。

２　出納責任者は、金銭の出納に当たり証ひょう書類を審査し、出納の内容及び経過を明らかにした文

　書、その他関係書類を添付し、経理責任者の審査を受けなければならない。

（１）財務諸表

（２）附属明細書

（３）財産目録

（４）収支計算書、資金調達及び設備投資の実績を記載した書類

（５）その他の必要な附属書類

（領収書の徴収）

第23条　金銭の支払に当たっては、住所、氏名及び捺印のある領収書を徴収しなければならない。

 （金銭の照合及び過不足）

第24条 出納責任者は、現金の手許有高を毎日現金出納帳の有高と照合し、末日には銀行預金等の残高

と預金出納帳等の残高を照合しなければならない。

２　金銭に過不足が生じたときは、出納責任者は直ちに経理責任者に報告し、その指示を受けなければ

２　支払について銀行等に振込みを行った場合は、取扱銀行等の領収書をもってこれに代えることがで

　きる。

第４章　資金管理

証書、振替貯金証書等直ちに現金化できるものをいう。



第6章　契約
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ない。

合においては、仮払により行うことができる。

２　前項の規定にかかわらず、定款第4条第1号に掲げる事業の契約については別に定める。

　ならない。

 （金融機関との取引）

第25条 銀行その他の金融機関との取引を開始又は廃止するときは、会長の承認を受けなければなら

（有価証券の取得又は処分）

第26条 有価証券の取得又は処分をするときは、会長の承認を受けなければならない。

 （資金の借入、貸付）

第27条 資金の借入及び貸付については、会長の承認を受けなければならない。

 （仮払）

第28条 契約上あるいは事業の運営上において、資金の前渡し又は概算により支払を行う必要がある場

 （契約の方法）

第29条 センターの契約は、指名競争入札又は随意契約の方法により会長が締結する。

（指名競争入札）

第30条 予定価格が１００万円以上の請負契約、予定価格が５０万円以上の売買契約、その他長期にわ

 （入札参加者の指名）

第31条 指名競争入札の参加者は、参加しようとする者のうちから信用実績等を考慮の上、会長が指名

たる貸借契約等の契約をする場合には、原則として指名競争入札によらなければならない。ただし、

指名競争入札により難いものについては、この限りではない。

する。

方法により行うことができる。

（随意契約）

第32条 第２９条に規定する指名競争入札による契約以外の契約を行う場合は、原則として随意契約の

２　前項の規定により、随意契約の方法による場合は、なるべく２人以上の者から見積書を徴するもの

　とする。ただし、予定価格が１０万円未満の時、その他会長がその必要がないと認めたときは、単数

３　前項の規定にかかわらず、法令により価格の定められている物件を買い入れるとき、その他会長が

　その必要がないと認めたときは、この限りではない。

　見積もりにより処理することができる。

ものとする。

（１）契約の目的

（２）契約の金額

（３）履行期限又は期間

ならない。ただし、契約の性質又は目的により該当しない事項については、その記載を要しない

（契約書の作成等）

第33条 契約の相手方を決定したときは、遅滞なく次に揚げる事項を記載した契約書を作成しなければ



第７章　固定資産管理
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契約の適正な履行を確保するため、請書その他これに準ずる書面を徴するものとする。ただし、

５万円未満の物品購入契約で即時納品される場合については、請書その他これに準ずる書面を省略

することができる。

付の完了の確認をするため職員に必要な検査をさせなければならない。

（１）電気、ガス若しくは水の供給又は公衆電気通信の役務の提供を受ける者又は法令等の定めにより、

（２）非常災害等により、緊急に施工を要する工事の請負契約のとき。

（３）物品を売り払う場合において、買受人が代金を即時に支払ってその物品を引き取るとき。

（４）前各号に揚げるもののほか、随意契約による場合。

その必要がないものであるとき。

この規程において、固定資産とは次のものをいう。

２　減価償却資産は、その取得価格が１０万円以上で、かつ、使用可能年数１年以上の使用目的の資産

（固定資産の範囲）

保証金、預託金等

（１）基本財産…土地、建物、定期預金、投資有価証券等

産の減価償却相当額を特定預金とした場合の資産）等

（２）特定資産…退職給付引当資産(退職給与を支払うための特定資産)、減価償却、引当資産（固定資

（３）その他固定資産…土地、建物、車輛運搬、具、仕器備品、電話加入権、ソフトウエア、敷金、

（４）

　をいう。

（固定資産の管理及び保管責任者）

第37条 事務局に、固定資産管理責任者を置き、固定資産の管理及び事務を行う。

（固定資産管理の帳簿）

２　前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合は契約書の作成を省略することができる。

（請書等の徴収）

第34条 前条第２項の規定により契約書の作成を省略する場合においても会長が指定する契約を除き、

（検査）

第35条 会長は、請負契約又は物品の買入れ並びに役務の提供を受ける契約については、その受ける給

第36条

契約履行の場所

（５）監督及び検査

（６）契約代金の支払又は受領の時期及び方法

（７）履行の遅滞その他債務不履行の場合における遅滞利息、違約金、その他の損害金

第38条 固定資産管理責任者は、固定資産台帳を備え、固定資産の保管状況及び異動について記録を

（固定資産の取得）

第39条 固定資産の取得は、別に定める事案決定区分に従い、決定権者の決定を得て行うものとする。

（固定資産の評価）

第40条 固定資産の取得価格は次による。

行うとともに、その異動に関し、必要事項をその都度経理責任者に通知しなければならない。
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２　備品（固定資産を除く。）は、機械器具、工具、机椅子等原形のまま比較的長期の反復使用に耐え

　る物品をいい、取得価格が１万円以上１０万円未満もの、若しくは取得価格が１０万円以上であって

（１）購入に係るものは購入価格及びその附帯費用

（２）建設に係るものはその建設に要した費用

（３）交換によるものはその交換に対して提供した資産の帳簿価格

（４）贈与によるものはその時の適正な評価額

２　減価償却資産の残存価格について、以下のとおりとする。

（減価償却資産の減価償却）

第41条 有形減価償却資産及び無形減価償却資産の減価償却については、定額法により毎事業年度末に

おいて減価償却を行うものとする。

到来時においても使用し続けている有形固定資産については、さらに備忘価格（１円）まで償却を

有形固定資産について償却計算を実施するための残存価格は取得価額の１０％とする。耐用年数

行うことができるものとする。

有形固定資産について償却計算を実施するための残存価格はゼロとし、償却累計額が当該資産の

（１）平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産

（２）平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産

（４）その他の物品

（５）少額ソフトウエア

（３）無形固定資産

取得価格から備忘価格（1円）を控除し金額に達するまで償却することができるものとする。

無形固定資産については、当初より残存価格をゼロとして減価償却を行うものとする。

得なければならない。

３　減価償却資産の耐用年数等は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令に定めるところによる。

第42条 固定資産の耐用年数を延長する部分、またその価格を増加せしめる部分に耐用する支出額は、

その資産の価格に加算する。

（固定資産の改良及び修繕）

照合し、差異がある場合は、所定の手続を経て帳簿の整備を行わなければならない。

（固定資産の処分）

第43条 固定資産の廃棄、売却等の処分に当たっては、別に定める事案決定区分に従い、会長の決定を

（固定資産の現物照合）

第44条 固定資産管理者は、常に良好な状況において管理し、毎事業年度１回以上固定資産台帳と現物

（物品等の区分）

第45条 　物品等は、次の各号に揚げる区分に従い、整理するものとする。

（１）備品

（２）消耗品

（３）材料品



第９章　監査
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（監査計画）

第51条　監査が監査を行うに当たっては、あらかじめ監査計画を樹立し、実施するものとする。

（監査報告）

第52条　監査は、監査終了後速やかに監査報告書を会長に提出しなければならない。

（守秘義務）

第53条　監事は、職務上知り得た事項を正当な理由なく、他に漏らしてはならない。

　物品については受払簿を備え、整理しなければならない。

から第４４条までの規定を準用する。

第50条　監事は、前条の目的を達成するために、定期的に監査を行わなければならない。

　も使用可能期間が１年未満のものとする。

３　消耗品は、上記の備品、材料品及びその他の物品以外の物品で、単位取得が原則として、１万円未

　満であり、原形のまま比較的長期に反復使用ができないものをいう。

４　材料品は、工事及び修繕用の原料及び材料をいう。

５　その他の物品は、備品、消耗品、材料品以外の物品をいう。

６　少額ソフトウエアはソフトウエアのうち、取得価格が１０万円未満のものをいう。

記録を行うとともに、その異動に関し、必要事項をその都度経理責任者に通知しなければならない。

（物品等の管理及び保管責任者）

第46条 事務局に、物品等管理責任者を置き、物品等の管理及び事務を行う。

（１）備品台帳

（２）消耗品受払簿

（３）

（目的）

第49条　監査は、業務の執行状況及び財産の状況を監査し、不正、誤謬、脱漏を防止することにより、

法人業務の適正化を図ることを目的とする。

（監事の職務）

（物品等の帳簿）

第47条 物品等管理責任者は、次の各号のうち必要な帳簿を備え、物品等の保管状況及び異動について

３　物品等管理責任者は、貸付備品について、貸与品整理簿を備え、また、消耗品、材料品、その他の

（物品の取得等）

第48条 物品の取得、評価、改良、修繕及び処分については、第３９条から第４０条まで及び第４２条

材料品受払簿

（４）その他の物品受払簿

（５）少額ソフトウエア台帳

２　物品等管理責任者は、郵券等の証紙類について郵券等受払簿を備え、記録しなければならない。
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（規程の改廃）

第55条　この規程の改廃は、理事会において決定しなければならない。

（委任）

第56条　この規程の施行について必要な事項は会長が定める。

施行する。

この規程は、平成２８年１月２７日から施行する。

（責任者の任命）

第54条　この規程に定める経理責任者、出納責任者、固定資産管理責任者、物品等管理責任者について

は、会長が任命する。

附　則

この規程は、公益法人習志野市シルバー人材センターの設立の登記の日(平成２４年４月１日)から

附　則


